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平成２９年１０月１８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年９月６日 

 

判     決 

原告         国 

被告         Ｙ合同会社 

 

主     文 

１ 被告は、原告に対し、１１２万６３０４円及びうち９２万８１７４円に対す

る平成２７年５月３０日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を

支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文同旨（請求減縮後） 

第２ 事案の概要 

本件は、滞納者Ａ（以下「滞納者」という。）に対して租税債権を有する原

告が、滞納者と貸金業者である被告との間で、平成１３年４月１９日から平成

２６年１１月１９日までの間、継続的に借入れと返済を繰り返す金銭消費貸借

取引（以下「本件取引」という。）を行っていたところ、これを利息制限法所

定の制限利息で引き直し計算すると、別紙の「利息制限法に基づく法定金利計

算書」（以下「別紙計算書」という。）記載のとおり、平成２７年５月２９日

の時点において過払金等１１２万６３０４円（過払金元金９２万８１７４円及
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び確定利息１９万８１３０円）が発生し、被告はこれを法律上の原因なく利得

し、かつ、利得について民法７０４条の悪意の受益者であるから、被告が滞納

者に対して負っている上記過払金元金及び確定利息並びに過払金元金に対する

平成２７年５月３０日から支払済みまで年５パーセントの割合による利息の不

当利得返還義務を同租税債権に基づいて差し押さえたと主張し、取立権に基づ

き被告に対し、その支払を求めた事案である。 

１ 前提事実（後掲証拠並びに当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨によ

り容易に認定することができる事実） 

（１） 被告は、訴外Ｂ株式会社（以下「訴外Ｂ」という。）が、平成１５年１

月●日に、訴外Ｃ株式会社及び訴外株式会社Ｄを吸収合併し、同日、Ｙ株

式会社に商号変更した後、平成２０年１１月●日に合同会社に組織変更し

た会社であり（以下、訴外Ｂ及び上記組織変更後の被告を併せて、単に「被

告」という。）、貸金業の規制等に関する法律（平成１８年法律第１１５

号による改正前のもの。以下「貸金業法」という。）による登録を受けた

消費者金融会社（貸金業法上の貸金業者）であること。 

（２） 原告（所轄庁：金沢税務署長）は、石川県在住の滞納者に対し、平成２

７年４月１７日現在、納期限を経過した国税（申告所得税及び復興特別所

得税並びに消費税及び地方消費税）の本税並びに同国税に対する加算税及

び延滞税の合計１２１万４６６６円の租税債権を有していたところ（甲３

の１）、原告の滞納者に対する租税債権は、平成２８年１１月９日におい

ては、１２１万１７６６円となり（甲３の２）、同日以降、国税通則法及

び租税特別措置法所定の延滞税が加算された額の全額が未納となっている

こと。 

（３） 被告は、滞納者との間で、平成１３年４月１９日から平成２６年１１月

１９日までの間、本件取引を行い、別紙計算書の「年月日」欄記載の各年

月日に「借入金額」欄記載の各金銭の貸付けを行い、滞納者から、同計算
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書の「年月日」欄記載の各年月日に「弁済額」欄記載の各金銭の弁済を受

けたこと（甲５）。 

（４） 滞納者は、被告に対して、利息制限法１条１項所定の利息の制限額を超

えて支払った利息の不当利得返還請求権（以下滞納者の被告に対する債権

を「本件債権」という。なお、不当利得の金額及びそれに対する利息につ

いては争いがある。）を有していたこと。 

（５） 原告は、滞納者に対する本件滞納国税を徴収するため、平成２７年４月

１７日、国税徴収法６２条に基づき、滞納者が被告に対して有する本件債

権を差し押さえ、同債権差押通知書は同月２２日に被告に到達したこと（甲

６の１、２）。 

その結果、原告は、国税徴収法６７条１項に基づき、被差押債権である本

件債権の取立権を取得したこと。 

（６） 原告は、被告に対し、支払期限を平成２７年５月２９日とする同月１５

日付け差押債権に係る弁済の履行催告書によって被差押債権たる本件債権

の支払を請求し、同催告書は同月１８日に被告に到達したが、被告はこれ

に応じていないこと（甲７の１、２）。 

２ 争点 

（１） 悪意の受益者の当否 

（２） 期限の利益の喪失 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件取引について、甲第５号証の「取引明細書」に基づき利息制限法所定の

制限利息で引き直し計算すると、滞納者に対しては、別紙計算書記載のとおり、

平成２７年５月２９日の時点において過払金等１１２万６３０４円（過払金元

金９２万８１７４円及び確定利息１９万８１３０円）が、発生していることが

認められる。 

２ 悪意の受益者の当否について 
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貸金業者は、貸金業法４３条１項所定の要件を具備すると信じ、かつ、その

ように信じたことについての合理的で相当な特段の事情のない限りは、超過利

息を受領する法律上の原因がないことを知りながら受領する、つまり悪意の受

益者と推認するのが相当であるところ、被告は、上記特段の事情があることを

具体的に主張立証しないから、民法７０４条の悪意の受益者であると認められ

る。 

３ 期限の利益の喪失について 

被告は、滞納者及び被告間で締結した契約の契約条項には、借主が元金又は

利息の支払を遅滞した場合には、期限の利益を失い、直ちに元利金を一括して

支払う旨の期限の利益喪失特約があるところ、滞納者は、平成１３年５月２０

日に分割金の支払を怠り、期限の利益を喪失したのであるから、期限の利益喪

失以降の取引は、完済に至るまで、利息制限法所定の遅延損害金利率で計算す

ることも可能であるが、被告は、本件の早期解決の観点から、期限の利益喪失

日以降、滞納者に対する追加融資を行っている場合は、期限の利益が再付与さ

れたものと評価することによって、遅滞による期限の利益の喪失から次の貸付

までの期間については、約定遅延損害金利率が適用されるべきであると主張す

る。 

これに対し原告は、「取引明細書」（甲５）に基づく別紙計算書中に、「遅

延日数」として取り扱われている各期間に限って、利息制限法所定の遅延損害

金利率が適用されるべきであると主張するので、検討する。 

確かに、滞納者が平成１３年５月２０日に所定の支払日における支払を２日

懈怠したことが認められる（甲５）が、被告は、滞納者に対しては、平成１３

年５月２０日以降、元利金の一括請求をしたことはなく（弁論の全趣旨）、滞

納者との間で１３年以上の長期にわたり異議なく分割金を受領し続けるととも

に、この間、１４回、合計１５０万円以上の新たな貸付けを行っていたこと（甲

５）が認められる。加えて、被告は、滞納者が約定支私日経過以降に弁済を行
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った場合には、その弁済金を遅延損害金のみに充当することはせずに、先ず、

約定弁済期日までの約定利息及びその翌日から弁済日までの約定遅延損害金に

充当した上で、残元金に充当し、その旨を「ご利用明細書」に記載し、これを

滞納者に交付していたこと（甲８の１から４）を総合勘案すれば、被告のそれ

ぞれの懈怠日以降の対応によって、滞納者が平成１３年５月２０日の約定返済

期日の返済を怠った以降になされた滞納者の返済に対してその都度、期限の利

益を再度付与されたと誤信したとしても無理からぬものがあるといえるから、

その範囲を超えて、期限の利益喪失の後は、約定の各弁済日に遅れたか否かを

問わず、次の貸付けが行われるまで残元金全体に対し遅延損害金が発生すると

の被告の主張は、本件の取引の実態及び誤信を招くような被告の対応のために

生じた期限の利益の再度付与に関する滞納者の信頼を裏切るものといえるもの

であって、その主張は、信義則に反し許されないと言わざるを得ない。 

そうすると、被告の主張には理由がないことになる。 

第４ 結論 

以上によれば、別紙計算書のとおり、滞納者には、本件取引終了時に、過払

金元金９２万８１７４円が発生しているとする原告の請求減縮後の請求は、全

て理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。 

 

東京簡易裁判所民事第２室 

裁判官   高野 俊晴 


